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第１７号議案  

藤枝市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一  

部を改正する条例  

藤枝市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 26年藤

枝市条例第 33号）の一部を次のように改正する。  

第１４条を削り、第１３条を第１４条とし、第１２条を第１３条とする。  

第１１条中「ときは」の次に「、その行う保育に支障がない場合に限り」を加え、

同条ただし書を削り、同条を第１２条とする。  

第１０条を第１１条とし、第９条を第１０条とし、第８条の次に次の２条を加え

る。  

（安全計画の策定等）  

第９条  家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家庭的保育

事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職員、利用乳幼児

等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活その

他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的保育

事業所等における安全に関する事項についての計画（以下この条において「安全

計画」という｡）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならな

い。  

２  家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前

項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。  

３  家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図

られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなけ

ればならない。  

４  家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全

計画の変更を行うものとする。  

（自動車を運行する場合の所在の確認）  

第９条の２  家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のた

めの移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼

児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握すること

ができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。  

２  家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業者を除く｡）は、利用乳幼児の送迎を

目的とした自動車（運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に
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備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案して

これと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除

く｡）を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児

の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認（利用

乳幼児の降車の際に限る｡）を行わなければならない。  

第１５条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中毒

の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のため

の訓練を定期的に実施する」に改める。  

第１６条第１項中「第１１条」を「第１２条」に改める。  

第３０条第３項、第３２条第３項、第４５条第３項、第４８条第３項中「又は看

護師」を「、看護師又は准看護師」に改める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第１４条を削り、第１

３条を第１４条とし、第１２条を第１３条とする改正規定及び第３０条から第４

８条までの改正規定は、公布の日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の第９条の２第２項の規定の適用については、家庭的保育事業者等にお

いて利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当

該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止

する装置（以下この項において「ブザー等」という｡）を備えること及びこれを

用いることにつき困難な事情があるときは、令和６年３月３１日までの間、当該

自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、利用乳幼児の送

迎を目的とした自動車を日常的に運行する家庭的保育事業者等は、ブザー等の設

置に代わる措置を講じて利用乳幼児の所在の確認を行わなければならない。  
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第１８号議案  

   藤枝市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条  

例の一部を改正する条例  

 藤枝市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

26年藤枝市条例第 34号）の一部を次のように改正する。  

第８条の次に次の２条を加える。  

（安全計画の策定等）  

第８条の２  放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るため、放課

後児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備の安全点検、

職員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた放課後児童健全育成

事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓

練その他放課後児童健全育成事業所における安全に関する事項についての計画

（以下この条において「安全計画」という｡）を策定し、当該安全計画に従い必要

な措置を講じなければならない。  

２  放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知するととも

に、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。  

３  放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との連携が

図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しな

ければならない。  

４  放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じ

て安全計画の変更を行うものとする。  

（自動車を運行する場合の所在の確認）  

第８条の３  放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、取組等の

ための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者の乗

車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方

法により、利用者の所在を確認しなければならない。  

第１４条の次に次の１条を加える。  

（業務継続計画の策定等）  

第１４条の２  放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施

するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下この条

において「業務継続計画」という｡）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措
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置を講ずるよう努めなければならない。  

２  放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知すると

ともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。  

３  放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に

応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。  

 第１５条第２項中「必要な措置を講ずるよう」を「、職員に対し、感染症及び食

中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止の

ための訓練を定期的に実施するよう」に改める。  

   附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。ただし、第８条の次に次の２条を加える

改正規定は、令和５年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの間、改正後の第８条の２の規

定の適用については、同条中「講じなければ」とあるのは「講ずるように努めな

ければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するように努めなければ」と、

「周知しなければ」とあるのは「周知するように努めなければ」とする。  
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第１９号議案  

藤枝市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準  

を定める条例の一部を改正する条例  

 藤枝市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成 26年藤枝市条例第 32号）の一部を次のように改める。  

目次中「第３５条」を「第３４条」に、「第３６条・第３７条」を「第３５条・第

３６条」に、「第３８条」を「第３７条」に、「第３９条―第５１条」を「第３８条

―第５０条」に、「第５２条・第５３条」を「第５１条・第５２条」に、「第５４条」

を「第５３条」に改める。  

 第５条第２項ただし書中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３号」に改め、

同項第１号中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改め、同項第２号中「第

１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同項第３号中「第１９条第１

項第２号」を「第１９条第２号」に改める。  

 第９条中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改める。  

 第２７条を削り、第２８条を第２７条とし、第２９条から第３４条までを１条ず

つ繰り上げる。  

 第３５条第２項第４号中「第３１条第２項」を「第３０条第２項」に改め、同項

第５号中「第３３条第３項」を「第３２条第３項」に改め、同条を第３４条とする。  

 第２章第３節中第３６条を第３５条とし、第３７条を第３６条とする。  

 第３章第１節中第３８条を第３７条とする。  

 第３９条中「第４７条」を「第４６条」に、「第４３条」を「第４２条」に、「第

４４条」を「第４３条」に改め、第３章第２節中同条を第３８条とする。  

 第４０条第４項中「第４３条」を「第４２条」に改め、同条を第３９条とする。  

 第４１条を第４０条とし、第４２条を第４１条とする。  

 第４３条第１項第３号及び同条第３項中「第３８条第２項」を「第３７条第２項」

に改め、同条を第４２条とする。  

 第４４条を第４３条とし、第４５条を第４４条とし、第４６条を第４５条とする。  

 第４７条中「第５１条」を「第５０条」に改め、同条第５号中「第４４条」を「第

４３条」に改め、同条第７号中「第４０条第２項」を「第３９条第２項」に改め、

同条を第４６条とする。  

 第４８条を第４７条とし、第４９条を第４８条とする。  

 第５０条第２項第１号中「第４５条」を「第４４条」に改め、同項第４号中「第
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３１条第２項」を「第３０条第２項」に改め、同項第５号中「第３３条第３項」を

「第３２条第３項」に改め、同条を第４９条とする。  

 第５１条中「第３４条」を「第３３条」に、「第４７条」を「第４６条」に改め、

「重要事項に関する規程」を「重要事項に関する規程」」に改め、同条を第５０条

とする。  

 第５２条第２項中「第３８条第２項」を「第３７条第２項」に改め、同条第３項

中「第４１条第２項」を「第４０条第２項」に、「第５１条」を「第５０条」に、

「第３４条」を「第３３条」に、「第４０条第２項」を「第３９条第２項」に、「第

５３条第１項」を「第５２条第１項」に、「第４４条第１項」を「第４３条第１項」

に改め、第３章第３節中同条を第５１条とする。  

 第５３条第２項中「第３８条第２項」を「第３７条第２項」に改め、同条第３項

中「第４４条第１項」を「第４３条第１項」に改め、同条を第５２条とする。  

 第４章中第５４条を第５３条とする。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第５条第２項ただし書及び同項第

１号から第３号までの改正規定並びに第９条の改正規定は、令和５年４月１日から

施行する。  
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第２０号議案  

藤枝市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例  

藤枝市子ども・子育て会議条例（平成 25年藤枝市条例第 27号）の一部を次のよう

に改正する。  

第１条中「第７７条第１項」を「第７２条第１項」に改める。  

   附  則  

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。  
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第２１号議案  

藤枝市子ども・子育て支援法に基づく過料を定める条例の一部を改正す  

る条例  

藤枝市子ども・子育て支援法に基づく過料を定める条例（平成 27年藤枝市条例第

15号）の一部を次のように改正する。  

第１条中「第８７条」を「第８２条」に改める。  

   附  則  

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。  
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第２２号議案  

藤枝市空き家等の適切な管理に関する条例  

（目的）  

第１条  この条例は、空き家等の適切な管理に関し、空家等対策の推進に関する特

別措置法（平成 26年法律第 127号。以下「法」という｡）に定めるもののほか、市

及び所有者等の責務、市民等及び事業者の役割並びに空き家等に関する対策を実

施するために必要な事項を定めることにより、生活環境の保全を図り、もって安

全で安心なまちづくりの実現に寄与することを目的とする。  

（定義）  

第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。  

⑴  空き家等  市内に所在する建築物又はこれに附属する工作物であって居住そ

の他の使用がなされていないことが常態であるもの（これに類する規則で定め

る状態であるものを含む｡）及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含

む｡）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。  

⑵  特定空家等  市内に所在する法第２条第２項に規定する特定空家等をいう。  

⑶  準特定空家等  そのまま放置すれば倒壊等保安上危険となるおそれのある状

態又は衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないこと

により景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置

することが不適切となるおそれのある状態にあると認められる空き家等（特定

空家等と市長が認めたものを除く｡）をいう。  

⑷  所有者等  空き家等を所有又は管理する者をいう。  

⑸  市民等  市内に居住し、滞在し、勤務し、又は通学する者及び市内で事業活

動を行う個人又は法人その他の団体をいう。  

⑹  事業者  市内で不動産業、建設業その他空き家等に関連する事業を営む者を

いう。  

（基本理念）  

第３条  空き家等に関する対策は、適切な管理が行われていない空き家等が市民の

生活環境に深刻な影響を及ぼすことから、空き家等の発生の抑制及び適切な管理

により生活環境の保全を図るとともに、空き家等は、その活用により、移住及び

定住の促進並びに地域の活性化を図ることができる資源であると認識し、市、所

有者等、市民等及び事業者が相互に連携を図り、協力して取り組まなければなら
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ない。  

（市の責務）  

第４条  市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という｡）にのっとり、空

き家等の対策に関し必要な施策（以下単に「施策」という｡）を総合的かつ計画的

に実施しなければならない。  

２  市は、自治会、町内会その他関係機関と連携し、空き家等の適切な管理及び活

用に関する市民等の意識の啓発を行うものとする。  

３  市は、所有者等が行う空き家等の適切な管理について必要な支援を行うものと

する。  

（所有者等の責務）  

第５条  所有者等は、基本理念にのっとり、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさない

よう、その所有し、又は管理する空き家等を適切に管理しなければならない。  

２  所有者等は、自ら利用する見込みがない空き家等を有効に活用するよう努める

ものとする。  

３  所有者等は、市が空き家等の所有又は管理の状態を確知することができない状

況を予防するため、市に情報提供し、及び必要な措置を講ずるよう努めるものと

する。  

４  所有者等は、市が実施する施策に協力するものとする。  

（市民等の役割）  

第６条  市民等は、基本理念にのっとり、生活環境の保全に努めるとともに、市が

実施する施策に協力するよう努めるものとする。  

２  市民等は、適切な管理が行われていない空き家等を発見したときは、その情報

を市に提供するよう努めるものとする。  

（事業者の役割）  

第７条  事業者は、基本理念にのっとり、空き家等及び空き家等の跡地の活用の促

進に努めるものとする。  

２  事業者は、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。  

（立入調査等）  

第８条  市長は、法第９条第１項及び第２項の規定による調査のほか、空き家等に

関しこの条例の施行のために必要な調査を行うことができる。  

２  市長は、第１１条から第１３条までの規定の施行に必要な限度において、職員

又は委任した者（以下「職員等」という｡）に、空き家等と認められる場所に立ち
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入って調査（以下「立入調査」という｡）をさせることができる。  

３  市長は、前項の規定により職員等に立入調査をさせようとするときは、その５

日前までに、当該立入調査に係る空き家等の所有者等にその旨を通知しなければ

ならない。ただし、所有者等を確知することができないとき、又は当該所有者等

に通知することが困難であるときは、この限りでない。  

４  第２項の規定により立入調査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関

係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。  

５  第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解

釈してはならない。  

（特定空家等及び準特定空家等の判定）  

第９条  市長は、法第１４条第１項又は第１１条第１項の規定による助言又は指導

をする前に、空き家等が特定空家等及び準特定空家等に該当するか否かを判定す

るものとする。  

２  市長は、前項の規定による判定をしようとするときは、あらかじめ、第１５条

に規定する藤枝市特定空家等対策審査会（次条第２項及び第１２条第４項におい

て「特定空家等対策審査会」という｡）の意見を聴かなければならない。  

（特定空家等に対する措置）  

第１０条  市長が特定空家等の所有者等に対し行う助言、指導、勧告、命令及び代

執行については、法第１４条に定めるところによる。  

２  市長は、前項の規定による措置を講ずるときは、必要に応じ、特定空家等対策

審査会の意見を聴くことができる。  

（準特定空家等に対する助言又は指導）  

第１１条  市長は、準特定空家等の所有者等に対し、当該準特定空家等に関し、修

繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよ

う助言又は指導をすることができる。  

２  前条第２項の規定は、前項の助言又は指導について準用する。  

（緊急安全措置）  

第１２条  市長は、空き家等の倒壊等により人の生命、身体又は財産に危害が及ぶ

ことを避けるために緊急の必要があると認めるときは、これを避けるために必要

な最小限度の措置（以下「緊急安全措置」という｡）を職員等に行わせることがで

きる。  

２  市長は、緊急安全措置を行わせたときは、当該緊急安全措置に係る空き家等の
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所有者等に対し、当該緊急安全措置の内容を通知するものとする。ただし、当該

所有者等を確知することができないとき、又は当該所有者等に通知することが困

難であるときは、この限りでない。  

３  市長は、緊急安全措置を行わせたときは、当該所有者等に対し、その費用の納

付を命ずることができる。  

４  市長は、緊急安全措置を行わせたときは、その内容を特定空家等対策審査会に

報告するものとする。  

（軽微な措置）  

第１３条  市長は、空き家等について、開放されている窓の閉鎖、草刈りその他規

則で定める軽微な措置（次項において「軽微な措置」という｡）を採ることにより

地域における防災上又は生活環境若しくは景観の保全上の支障を除去し、又は軽

減することができると認めるときは、これを職員に行わせることができる。  

２  前条第３項及び第４項の規定は、軽微な措置について準用する。  

（清算人の選任等）  

第１４条  市長は、法又はこの条例の施行のため特に必要があると認めるときは、

家庭裁判所に対し、民法（明治 29年法律第 89号）第２５条第１項の規定による命

令の請求をし、又は同法第９５２条第１項の規定による相続財産の清算人の選任

の請求をすることができる。  

２  市長は、法又はこの条例の施行のため特に必要があると認めるときは、地方裁

判所に対し、民法第２６４条の８第１項又は第２６４条の１４第１項の規定によ

る命令の請求をすることができる。   

（藤枝市特定空家等対策審査会の設置）  

第１５条  空き家等に関する対策の実施その他の空き家等に関する必要な措置を適

切かつ円滑に講ずるため、市長の附属機関として、藤枝市特定空家等対策審査会

（以下「審査会」という｡）を設置する。  

２  審査会は、次に掲げる事項について市長の諮問に応じて調査審議し、答申する。  

⑴  この条例の規定により市長が審査会の意見を聴くこととされた事項  

⑵  前号に掲げるもののほか、空き家等に関する対策の実施その他の空き家等に

関する必要な措置を適切かつ円滑に講ずるため、市長が必要と認める事項  

３  審査会は、第１２条第４項（第１３条第２項において準用する場合を含む｡）の

規定により報告された事項について、市長に意見を述べることができる。  

４  審査会は、学識経験者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱す
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る委員５人以内をもって組織する。  

５  委員の任期は、３年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。  

（会長及び副会長）  

第１６条  審査会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定め

る。  

２  会長は、審査会を代表し、会務を総理する。  

３  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。  

（会議）  

第１７条  審査会は、会長が招集する。ただし、会長が互選される前に招集する会

議は、市長が招集する。  

２  審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。  

３  審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決する

ところによる。  

（意見の聴取）  

第１８条  審査会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席

を求めて説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求

めることができる。  

（守秘義務）  

第１９条  委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も、同様とする。  

（委任）  

第２０条  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

（過料）  

第２１条  第８条第２項の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は

忌避した者は、５万円以下の過料に処する。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和５年７月１日から施行する。  

（検討）  

２  市長は、この条例の施行後適当な時期において、この条例の施行の状況を勘案
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し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果

に基づいて所要の措置を講ずるものとする。  
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第２３号議案  

藤枝市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例  

藤枝市自転車等駐車場条例（平成４年藤枝市条例第 37号）の一部を次のように改

正する。  

 第２条中「規定する自転車」の次に「並びに普通自動二輪車」を加え、同条に次

の１項を加える。  

２  この条例において「普通自動二輪車」とは、道路交通法第３条に規定する普通

自動二輪車（側車付きのものを除く。）のうち内燃機関によるものにあっては総

排気量０．１２５リットル以下、その他のものにあっては定格出力１．００キロ

ワット以下のものをいう。  

別表中  

「  

原動機付自転

車  

一時利用  １回 (１日 ) 200 200 

定期利用  １月  3,130 2,610 

３月  8,480 7,060 

６月  15,080 12,560 

」を  

「  

原動機付自転

車  

一時利用  １回 (１日 ) 200 200 

定期利用  １月  3,130 2,610 

３月  8,480 7,060 

６月  15,080 12,560 

普通自動二輪

車  

一時利用  １回 (１日 ) 250 

定期利用  １月  4,400 

」に  

改める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定め

る日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。  

 （準備行為）   
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２  この条例による改正後の第９条の規定による定期利用の承認に関し必要な行為

は、同条の規定の例により行うことができる。  
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「  

第２４号議案  

   藤枝市手数料徴収条例の一部を改正する条例  

 藤枝市手数料徴収条例（平成 12年藤枝市条例第３号）の一部を次のように改正す

る。  

 別表の第８の部⑴の項の表中  

 

その他の場

合  

一戸建ての住宅  37,000円  

共同住宅等  住戸部分  申請戸数が１戸のもの  37,000円  

申請戸数が２戸以上５

戸以下のもの  

75,000円  

申請戸数が６戸以上１

０戸以下のもの  

106,000円  

申請戸数が１１戸以上

のもの  

150,000円  

共用部分  118,000円  

非住宅部分  床面積の合計が 300平

方メートル以内のもの  

法第５４条第１

項第１号の経済

産業大臣、国土

交通大臣及び環

境大臣が定める

基準のうち市長

が別に定めるも

の（以下この表

において単に

「市長が定める

基準」という。）

による審査にあ

っては 246,000

円、その他の基

準による審査に

あっては 94,000
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「  

」  

円  

 

を  

 

その他の場

合  

一戸建ての住宅  法第５４条第１

項第１号の経済

産業大臣、国土

交通大臣及び環

境大臣が定める

基準のうち市長

が別に定めるも

の（以下この項

及び次の項にお

いて単に「市長

が定める基準」

という。）による

審査にあっては

37,000円 、 そ の

他の基準による

審査にあっては

18,000円  

共同住宅等  住戸部分  申請戸数が１戸

のもの  

市長が定める基

準による審査に

あ っ て は 37,000

円、その他の基

準による審査に

あ っ て は 18,000

円  

申請戸数が２戸

以上５戸以下の

もの  

市長が定める基

準による審査に

あ っ て は 75,000
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「  

」 

円、その他の基

準による審査に

あ っ て は 35,000

円  

申請戸数が６戸

以上１０戸以下

のもの  

市長が定める基

準による審査に

あっては 106,00 

0円、その他の基

準による審査に

あっては 51,000

円  

申請戸数が１１

戸以上のもの  

市長が定める基

準による審査に

あっては 150,00 

0円、その他の基

準による審査に

あっては 75,000

円  

共用部分  118,000円  

非住宅部分  床面積の合計が

300平方メートル

以内のもの  

市長が定める基

準による審査に

あっては 246,00 

0円、その他の基

準による審査に

あっては 94,000

円  

 

に改め、同部⑵の項の表中  

 

その他の場

合  

一戸建ての住宅  19,000円  

共同住宅等  住戸部分  申請戸数が１戸 19,000円  



20 

「  

」  

のもの  

申請戸数が２戸

以上５戸以下の

もの  

38,000円  

申請戸数が６戸

以上１０戸以下

のもの  

55,000円  

申請戸数が１１

戸以上のもの  

78,000円  

共用部分  60,000円  

非住宅部分  床面積の合計が

300平方メートル

以内のもの  

法第５４条第１

項第１号の経済

産業大臣、国土

交通大臣及び環

境大臣が定める

基準のうち市長

が別に定めるも

の（以下この表

において単に

「市長が定める

基準」という。）

による審査にあ

っては 124,000

円、その他の基

準による審査に

あっては 48,000

円  

 

を  

 

その他の場 一戸建ての住宅  市長が定める基
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合  準による審査に

あっては 19,000

円、その他の基

準による審査に

あっては 9,000

円  

共同住宅等  住戸部分  申請戸数が１戸

のもの  

市長が定める基

準による審査に

あ っ て は 19,000

円、その他の基

準による審査に

あ っ て は 9,000

円  

申請戸数が２戸

以上５戸以下の

もの  

市長が定める基

準による審査に

あ っ て は 38,000

円、その他の基

準による審査に

あ っ て は 18,000

円  

申請戸数が６戸

以上１０戸以下

のもの  

市長が定める基

準による審査に

あ っ て は 55,000

円、その他の基

準による審査に

あ っ て は 27,000

円  

申請戸数が１１

戸以上のもの  

 

 

 

市長が定める基

準による審査に

あ っ て は 78,000

円、その他の基

準による審査に  
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「  

」  

あ っ て は 40,000

円  

共用部分  60,000円  

非住宅部分  床面積の合計が

300平方メートル

以内のもの  

市長が定める基

準による審査に

あっては 124,00 

0円、その他の基

準による審査に

あっては 48,000

円  

 

に改める。  

別表の第９の部⑶の項の表中  

 

その他の場合  一戸建ての住宅  37,000円  

共同住宅

等  

住戸部分  申請戸数が１戸

のもの  

37,000円  

申請戸数が２戸

以上５戸以下の

もの  

75,000円  

申請戸数が６戸

以上１０戸以下

のもの  

106,000円  

申請戸数が１１

戸以上のもの  

150,000円  

共用部分  118,000円  

非住宅部分  床面積の合計が

300平方メートル

以内のもの  

省令第１０条第

１号イ⑴及びロ

⑴に規定する基

準による審査に

あっては 246,00 
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0円、省令第１０

条第１号イ⑵及

びロ⑵に規定す

る基準による審

査にあっては

94,000円  

床面積の合計が

300平方メートル

を超えるもの  

省令第１０条第

１号イ⑴及びロ

⑴に規定する基

準による審査に

あっては 309,00 

0円、省令第１０

条第１号イ⑵及

びロ⑵に規定す

る基準による審

査にあっては

120,000円  

その他の建築物  床面積の合計が

300平方メートル

以内のもの  

省令第１０条第

１号イ⑴及びロ

⑴に規定する基

準による審査に

あっては 246,00 

0円、省令第１０

条第１号イ⑵及

びロ⑵に規定す

る基準による審  

査にあっては

94,000円  

床面積の合計が

300平方メートル

を超えるもの  

省令第１０条第

１号イ⑴及びロ

⑴に規定する基

準による審査に
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「  

」  

あっては 309,00 

0円、省令第１０

条第１号イ⑵及

びロ⑵に規定す

る基準による審

査にあっては

120,000円  

 

を  

 

その他の場合  一戸建ての住宅  法第３５条第１

項第１号に規定

する建築物エネ

ルギー消費性能

誘導基準のうち

市長が別に定め

るもの（以下こ

の項において単

に「市長が定め

る基準」とい

う。）による審査

にあっては

37,000円、その

他の基準による

審査にあっては

18,000円  

共同住宅

等  

住戸部分  申請戸数が１戸

のもの  

市長が定める基

準による審査に

あっては 37,000

円、その他の基

準による審査に
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あっては 18,000

円  

申請戸数が２戸

以上５戸以下の

もの  

市長が定める基

準による審査に

あっては 75,000

円、その他の基

準による審査に

あっては 35,000

円  

申請戸数が６戸

以上１０戸以下

のもの  

市長が定める基

準による審査に

あっては 106,00 

0円、その他の基

準による審査に

あっては 51,000

円  

申請戸数が１１

戸以上のもの  

市長が定める基

準による審査に

あっては 150,00 

0円、その他の基

準による審査に

あっては 75,000

円  

共用部分  118,000円  

非住宅部分  床面積の合計が

300平方メートル

以内のもの  

市長が定める基

準による審査に

あっては 246,00 

0円、その他の基

準による審査に

あっては 94,000

円  
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」  

「  

床面積の合計が

300平方メートル

を超えるもの  

市長が定める基

準による審査に

あっては 309,00 

0円、その他の基

準による審査に

あっては 120,00 

0円  

その他の建築物  床面積の合計が

300平方メートル

以内のもの  

市長が定める基

準による審査に

あっては 246,00 

0円、その他の基

準による審査に

あっては 94,000

円  

床面積の合計が

300平方メートル

を超えるもの  

市長が定める基

準による審査に

あっては 309,00 

0円、その他の基

準による審査に

あっては

120,000円  

 

に改め、同部⑷の項の表中  

 

その他の場合  一戸建ての住宅  19,000円  

共同住宅

等  

住戸部分  申請戸数が１戸

のもの  

19,000円  

申請戸数が２戸

以上５戸以下の

もの  

38,000円  

申請戸数が６戸 55,000円  
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以上１０戸以下

のもの  

申請戸数が１１

戸以上のもの  

78,000円  

共用部分  60,000円  

非住宅部分  床面積の合計が

300平方メートル

以内のもの  

省令第１０条第

１号イ⑴及びロ

⑴に規定する基

準による審査に

あっては 124,00 

0円、省令第１０

条第１号イ⑵及

びロ⑵に規定す

る基準による審

査にあっては

48,000円  

床面積の合計が

300平方メートル

を超えるもの  

省令第１０条第

１号イ⑴及びロ

⑴に規定する基

準による審査に

あっては 156,00 

0円、省令第１０

条第１号イ⑵及

びロ⑵に規定す

る基準による審

査にあっては

61,000円  

その他の建築物  床面積の合計が

300平方メートル

以内のもの  

省令第１０条第

１号イ⑴及びロ

⑴に規定する基

準による審査に

あっては 124,00 
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「  

0円、省令第１０

条第１号イ⑵及

びロ⑵に規定す

る基準による審

査にあっては

48,000円  

床面積の合計が

300平方メートル

を超えるもの  

省令第１０条第

１号イ⑴及びロ

⑴に規定する基

準による審査に

あっては

156,000円、省令

第１０条第１号

イ⑵及びロ⑵に

規定する基準に

よる審査にあっ

ては 61,000円  

 

を  

 

その他の場合  一戸建ての住宅  法第３５条第１

項第１号に規定

する建築物エネ

ルギー消費性能

誘導基準のうち

市長が別に定め

るもの（以下こ

の項において単

に「市長が定め

る基準」とい

う。）による審査

にあっては
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19,000円、その

他の基準による

審査にあっては

9,000円  

共同住宅

等  

住戸部分  申請戸数が１戸

のもの  

市長が定める基

準による審査に

あっては 19,000

円、その他の基

準による審査に

あっては 9,000

円  

申請戸数が２戸

以上５戸以下の

もの  

市長が定める基

準による審査に

あっては 38,000

円、その他の基

準による審査に

あっては 18,000

円  

申請戸数が６戸

以上１０戸以下

のもの  

市長が定める基

準による審査に

あっては 55,000

円、その他の基

準による審査に

あっては 27,000

円  

申請戸数が１１

戸以上のもの  

市長が定める基

準による審査に

あっては 78,000

円、その他の基

準による審査に

あっては 40,000

円  
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」  

共用部分  60,000円  

非住宅部分  床面積の合計が

300平方メートル

以内のもの  

市長が定める基

準による審査に

あっては 124,00 

0円、その他の基

準による審査に

あっては 48,000

円  

床面積の合計が

300平方メートル

を超えるもの  

市長が定める基

準による審査に

あっては 156,00 

0円、その他の基

準による審査に

あっては 61,000

円  

その他の建築物  床面積の合計が

300平方メートル

以内のもの  

市長が定める基

準による審査に

あっては 124,00 

0円、その他の基

準による審査に

あっては 48,000

円  

床面積の合計が

300平方メートル

を超えるもの  

市長が定める基

準による審査に

あっては 156,00 

0円、その他の基

準による審査に

あっては 61,000

円  

 

に改め、同部⑸の項の表中  
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「  
 

その他の場合  一戸建ての住宅  省令第１条第１

項第２号イ⑴及

びロ⑴に規定す

る基準による審

査にあっては

37,000円、同号

イ⑵及び⑶並び

にロ⑵及び⑶に

規定する基準に

よる審査にあっ

ては 18,000円  

共同住宅

等  

住戸部分  申請戸数が１戸

のもの  

省令第１条第１

項第２号イ⑴及

びロ⑴に規定す

る基準による審

査にあっては

37,000円、同号

イ⑵及び⑶並び

にロ⑵及び⑶に

規定する基準に

よる審査にあっ

ては 18,000円  

申請戸数が２戸

以上５戸以下の

もの  

省令第１条第１

項第２号イ⑴及

びロ (1)に規定す

る基準による審

査にあっては

75,000円、同号

イ⑵及び⑶並び

にロ⑵及び⑶に
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規定する基準に

よる審査にあっ

ては 35,000円  

申請戸数が６戸

以上１０戸以下

のもの  

省令第１条第１

項第２号イ⑴及

びロ⑴に規定す

る基準による審

査にあっては

106,000円、同号

イ⑵及び⑶並び

にロ⑵及び⑶に

規定する基準に

よる審査にあっ

ては 51,000円  

申請戸数が１１

戸以上のもの  

省令第１条第１

項第２号イ⑴及

びロ⑴に規定す

る基準による審

査にあっては

150,000円、同号

イ⑵及び⑶並び

にロ⑵及び⑶に

規定する基準に

よる審査にあっ

ては 75,000円  

共用部分  118,000円  

非住宅部分  床面積の合計が

300平方メートル

以内のもの  

省令第１条第１

項第１号イに規

定する基準によ

る審査にあって

は 246,000円、省

令第１条第１項
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」  

第１号ロに規定

する基準による

審査にあっては

94,000円  

を  

 

その他の場合  一戸建ての住宅  法第２条第１項

第３号に規定す

る建築物エネル

ギー消費性能基

準及び法第 35条

第１項第１号に

規定する建築物

エネルギー消費

性能誘導基準の

うち市長が別に

定めるもの（以

下この項におい

て単に「市長が

定める基準」と

いう。）による審

査にあっては

37,000円、その

他の基準による

審査にあっては

18,000円  

共同住宅

等  

住戸部分  申請戸数が１戸

のもの  

市長が定める基

準による審査に

あっては 37,000

円、その他の基



34 

」  

準による審査に

あっては 18,000

円  

申請戸数が２戸

以上５戸以下の

もの  

市長が定める基

準による審査に

あっては 75,000

円、その他の基

準による審査に

あっては 35,000

円  

申請戸数が６戸

以上１０戸以下

のもの  

市長が定める基

準による審査に

あっては

106,000円、その

他の基準による

審査にあっては

51,000円  

申請戸数が１１

戸以上のもの  

市長が定める基

準による審査に

あっては

150,000円、その

他の基準による

審査にあっては

75,000円  

に改める。  

 別表の第１０の部の表に次のように加える。  

(26) 道路運送法（昭和 26年法律第

183号）第７９条の規定に基

づく自家用有償旅客運送者

の登録（同法第７９条の６第

１項の更新の登録を除く。）

15,000円  １申請につき１件と

する。  
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の申請に対する審査  

(27) 道路運送法第７９条の７の

規定に基づく自家用有償旅

客運送者の変更登録（登録免

許税方施行令（昭和 42年政令

第 146号）第１９条の２第２

項の財務省令で定めるもの

に限る。）の申請に対する審

査  

3,000円  １申請につき１件と

する。  

附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の第１０の部の表に次のよう  

に加える改正規定は、令和５年４月１日以降の日で規則で定める日から施行する。  
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第２５号議案  

藤枝市飼い犬条例の一部を改正する条例  

 藤枝市飼い犬条例（昭和 40年藤枝市条例第 23号）の一部を次のように改正する。  

第４条を削る。  

第５条第１項中「第３条」を「前条」に改め、同条を第４条とする。  

第６条を第５条とし、第７条を第６条とする。  

 第８条第１項中「第５条」を「第４条」に改め、同条第２項第１号中「第６条」

を「第５条」に改め、同条を第７条とする。  

 第９条を第８条とする。  

   附  則  

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。  
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第２６号議案  

   市有財産の取得について（トイレカー２台）  

 次の財産を取得することについて、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第９６条

第１項第８号の規定により議会の議決を求める。  

 

記  

 

１  名称及び数量  トイレカー  ２台  

２  契約の方法   指名競争入札  

３  取 得 金 額  ３２，３７１，９００円  

４  取得の相手方  藤枝市堀之内一丁目１２番地  

         いすゞ自動車中部株式会社  藤枝支店  

         支店長  清治  淳  
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第２７号議案  

   静岡地方税滞納整理機構規約の変更について  

 地方自治法（昭和 2 2年法律第 6 7号）第２９１条の３第３項本文の規定により、静

岡地方税滞納整理機構規約を変更することを関係地方公共団体の協議により定める

ことについて、同法第２９１条の１１の規定により議会の議決を求める。  
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静岡地方税滞納整理機構規約の一部を変更する規約  

静岡地方税滞納整理機構規約（平成 20年総行市第１号）の一部を次のように変更

する。  

第６条中「静岡市」を「藤枝市」に改める。  

   附  則  

 この規約は、令和５年１０月１日から施行する。  
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第２８号議案  

市道路線の廃止について  

 道路法（昭和 27年法律第 180号）第１０条第１項の規定により、市道の路線を次の

とおり廃止する。  

路線番号  路   線   名  区        間  

５０２００   ５地区２００号線  
高田１８８番１地先  

高田８１８番１地先  

５０４８２   ５地区４８２号線  
高田１３９番３地先  

高田１８８番３地先  

５０４８３   ５地区４８３号線  
高田９２５番５地先  

高田９２２番１地先  
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第２９号議案  

   市道路線の認定について  

 道路法（昭和 27年法律第 180号）第８条第１項の規定により、市道の路線を次のと

おり認定する。  

路線番号  路   線   名  区        間  

５０２００   ５地区２００号線  
高田１８８番１１地先  

高田８１８番３地先  

５０４８２   ５地区４８２号線  
高田１３９番３地先  

高田１８６番１地先  

５０４８３   ５地区４８３号線  
高田９２５番５地先  

高田９２２番１地先  
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 令和５年藤枝市議会定例会２月定例月議会  

議案提案理由書（第１７号議案～第２９号議案） 

 

第１７号議案  

 民法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関

する省令の施行に伴い、懲戒の行使に関する条項を削除するとともに、児童福祉施

設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴い、家庭的保育

事業所等における利用乳幼児の安全確保に関する計画の策定及び自動車を運行する

場合の利用乳幼児の所在確認や自動車への安全装置の装備を義務付けるなど、所要

の改正を行うものであります。  

 

第１８号議案  

 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴い、

放課後児童健全育成事業所における児童の安全確保に関する計画の策定及び自動車

を運行する場合の児童の所在確認を義務付けるなど、所要の改正を行うものであり

ます。  

 

第１９号議案  

 民法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関

する省令の施行に伴い、懲戒の行使に関する条項を削除するとともに、こども家庭

庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、引用している条

文を整理するなど、所要の改正を行うものであります。  

 

第２０号議案、第２１号議案  

 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、引

用している条文を整理するなど、所要の改正を行うものであります。  

 

第２２号議案  

 空家等対策の推進に関する特別措置法に定めるもののほか、職員等による緊急安

全措置、軽微な措置など、空き家対策の実施に関し必要な事項を定めることにより、

生活環境の保全を図り、もって安全で安心なまちづくりの実現に寄与するため、新

たに条例を制定するものであります。  
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第２３号議案  

 藤枝市駅南自転車駐車場に駐車することができる車種に、１２５ｃｃ以下の普通

自動二輪車を追加することに伴い、必要な事項を定めるため、改正を行うものであ

ります。  

 

第２４号議案  

 建築物のエネルギー消費性能基準等を定める省令の改正に伴い、新設された基準

による認定申請の手数料額を規定するなど、所要の改正を行うとともに、道路運送

法に基づく自家用有償旅客運送者の登録事務等について、国土交通大臣から市長へ

権限が委譲されることに伴い、登録申請審査手数料等を規定するため、改正を行う

ものであります。  

 

第２５号議案  

 動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正により、狂犬病予防法の特例として

マイクロチップを装着した犬の情報登録を指定機関に行った場合、狂犬病予防法の

登録申請があったものとみなされることに伴い、本市の飼い犬条例の見直しを行い、

犬の飼育の表示義務を廃止するものであります。  

 

第２６号議案  

 本件は、災害時やイベント開催に活用するトイレカー２台を取得するものであり

ます。  

 令和４年１２月２１日に６者による指名競争入札を実施した結果、いすゞ自動車

中部株式会社が入札額２９，４００，０００円で落札したので、これに消費税２，

９４０，０００円、法定手数料等３１，９００円を加算した金額で売買契約を締結

するものであります。  

 車両の納期限は、令和６年３月３１日であります。  

 

第２７号議案  

 静岡地方税滞納整理機構の事務所の位置に係る規定の変更について、地方自治法

第２９１条の３第３項の規定により静岡県及び静岡市ほか３４市町と協議するため、

同法第２９１条の１１の規定により議会の議決を求めるものであります。  
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第２８号議案  

 市道仮宿下付田高田線関連市道の整備に伴い、路線を廃止するものであります。  

 

第２９号議案  

 市道仮宿下付田高田線関連市道の整備に伴い、新たに路線を認定するものであり  

ます。  

 

 

 


